
車両、歩行者等を落石の被害から防護するという工事の目的を達しておらず、これに係る交付金相当
額計 49,614,247円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において、便覧等の理解が十分でなく、落石の到達範囲を
考慮した適切な落石対策を計画し防護柵の設計を行うことの必要性についての認識が欠けていたこと
などによると認められる。

（参 考 図）
2号 ― 2工区の防護柵の概念図

石
石

石
石

石
石 石 石

石 石
石
石

石

起点側

不足している延長　52.8　m

防護柵の設置延長　72.0　m

アンカーロープ

防護柵有浮石等　7　個 防護柵無浮石等　6　個について、
落石シミュレーションの結果、
道路に到達するおそれがある。

（既設防護柵） 落下想定範囲
（45　度の広が
りで落下）

45　度

終点側

(　2　号―　2　工区)

防護柵無浮石等が落下した場合、
道路に到達するおそれがある範囲

63.0　m

3号工区の防護柵の概念図
防護柵無浮石等　9　個について、落石シミュレーション
の結果、道路に到達するおそれがある。

石 石
石

石 石 石 石
石 石

石
石
石

石

起点側

防護柵無浮石等が落下した場合、
道路に到達するおそれがある範囲

35.0　m

防護柵無浮石等が落下した場合、
道路に到達するおそれがある範囲

58.0　m

不足している延長　29.2　m
不足している延長　54.2　m

（　3　号工区）

防護柵の設置延長　40.0　m

防護柵有浮石等　4　個
アンカーロープ

落下想定範囲
（45　度の広が
りで落下）

終点側

45　度

（ 8） 工事費の積算が過大となっていたもの 1件 不当と認める国庫補助金 3,550,000円
非常用発電機に係る費用の積算が過大となっていたもの

（ 1件 不当と認める国庫補助金 3,550,000円）
部 局 等 補助事業者

等
（事業主体）

補助事業
等

年 度 事 業 費
�
�
�

国庫補
助対象
事業費

�
�
�

左に対す
る国庫補
助金等交
付額

不当と認
める事業
費
�
�
�

国庫補
助対象
事業費

�
�
�

不当と認
める国庫
補助金等
相当額

千円 千円 千円 千円
（217）徳 島 県 徳 島 県 防災・安

全交付金
（河川）

3、 4 45,545
（45,545）

22,772 7,100
（7,100）

3,550
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徳島県は、吉野川市山川町大塚地内の岩屋谷川排水機場において、既設の非常用発電機が故障した

場合の予備機として、新たに非常用発電機 1基を設置するなどの機械設備工事を契約額 45,545,500円

（交付対象事業費同額、交付金交付額 22,772,750円）で実施している。

同県は、本件機械設備工事の工事費の積算を同県が制定した「土木工事標準積算基準書」（以下「積算

基準」という。）等に基づき行っており、積算基準によれば、機械設備工事に係る請負工事費は、工事原

価及び一般管理費等を合算した工事価格に消費税等相当額を加えて算定することとされている。この

うち、工事原価は、製作原価、据付工事原価及び設計技術費を合算して算定することとされており、

製作原価のうち直接製作費は材料費、機器単体費、労務費、塗装費及び直接経費を、間接製作費は間

接労務費及び工場管理費をそれぞれ合算して算定することとされていて、直接製作費のうち機器単体

費は、設備の構成要素である製品の製作に当たり、そのまま組み込むことができる機器等の費用とさ

れている。また、純製作費は、直接製作費と間接労務費の合計額とされている（図参照）。

図 機械設備工事の工事費に係る積算体系

請負工事費

工事原価

一般管理費等

工事価格

消費税等相当額

製作原価

据付工事原価

設計技術費

直接製作費

純製作費

間接製作費

間接労務費

工場管理費

材料費

労務費
機器単体費

塗装費
直接経費

そして、工場管理費は、純製作費から機器単体費等を除いた額を工場管理費対象額として、この額

に工場管理費率を乗じて算定することとされている。

同県は、本件機械設備工事の工事費の積算に当たり、非常用発電機に係る見積価格に基づいて算定

した機器の費用（以下「機器費用」という。）を 13,650,000円とし、同額をもって純製作費としていた。そ

して、純製作費の全額を工場管理費対象額として、これに工場管理費率 35％を乗じて工場管理費を

4,777,000円と算定し、当該工場管理費を含めた機械設備工事の工事費を 48,017,200円として積算して

いた。

しかし、上記の非常用発電機に係る見積価格は、完成品を購入する場合の価格となっており、積算

の対象となっている非常用発電機は、本件排水機場の設備としてそのまま組み込むことができる機器

であった。現に、請負人は、非常用発電機の完成品を販売業者から購入して、本件排水機場の設備と

してそのまま設置していた。このため、機器費用は機器単体費に該当することから、同県は、工場管

理費対象額の算定に当たり、純製作費から機器費用を除くべきであった。

したがって、純製作費から機器費用を除いた額を適正な工場管理費対象額として工場管理費を算定

すると、工場管理費は 0円となり、機械設備工事の工事費は 38,393,917円となることから、本件契約

額 45,545,500円はこれと比べて約 710万円割高となっていて、これに係る交付金相当額 3,550,000円が

不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同県において、積算基準に対する理解が十分でなかったことな

どによると認められる。
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